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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２４年１２月６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（漁具） 

発生日時 平成２４年２月２０日 ２１時１０分ごろ 

発生場所 徳島県阿南市蒲
か

生田
も だ

岬南南東方沖 

蒲生田岬灯台から真方位１５３°９.２海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３３°４１.８′ 東経１３４°５０.０′） 

事故調査の経過 平成２４年３月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第三豊
ゆたか

丸、１９.９９トン 

ＷＫ２－５２１０（漁船登録番号）、有限会社協栄漁業 

１７.６０ｍ（Lr）×３.８６ｍ×１.２８ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、漁船法馬力数１５０、昭和５１年１２月５日

Ｂ 漁船 第１０１旭
きょく

洋
よう

丸、４.０トン 

ＴＯ３－１７６３２（漁船登録番号）、株式会社旭洋（Ｂ社） 

１０.７０ｍ×２.７０ｍ×１.１５ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、漁船法馬力数７０、昭和６３年１１月１６日

Ｃ 漁船 第十一旭
きょく

洋
よう

丸、３９トン 

１４０１６２、Ｂ社 

２８.２３ｍ×６.８０ｍ×２.５２ｍ、鋼 

ディーゼル機関、７３６kＷ、平成１７年６月１３日 

Ｄ 漁船 万代
まんだい

丸、１０８トン 

１２８６７８、Ｂ社 

３４.７５ｍ×６.１０ｍ×３.００ｍ、鋼 

ディーゼル機関、５５１kＷ、昭和６２年１２月７日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ３２歳  

一級小型船舶操縦士 

免 許登録日 平成１６年９月１０日 

免許証交付日 平成２１年９月９日 

（平成２６年９月９日まで有効） 

Ｂ 操縦者Ｂ 男性 ５５歳 

操縦免許なし 

Ｃ 漁ろう長Ｂ（第十一旭洋丸船長） 男性 ４３歳 
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五級海技士（航海）（履歴限定） 

  免 許 年 月 日 平成３年１０月８日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２１年１月２３日 

 免状有効期間満了日 平成２６年１月２２日  

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 重傷 １人（操縦者Ｂ） 

Ｃ なし 

 損傷 Ａ 船首部に擦過傷 

Ｂ 転覆してえい
．．

航中に沈没 

Ｃ なし 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び甲板員２人が乗り組み、平成２４年２月２０日

１７時００分ごろ、まき網船団（以下「Ａ船団」という。）を構成す

る僚船７隻と共に和歌山県御坊市塩屋漁港を出港して蒲生田岬南南東

方の漁場に向かい、１９時００分ごろから蒲生田岬南南東方１０Ｍ付

近で１回目の操業を行った。 

船長Ａは、１回目の漁獲物（アジ約２０ｔ）の積込みを終えて塩屋

漁港に帰港するため、操舵室で椅子に腰を掛けて手動操舵に当たり、

マスト灯、両舷灯及び船尾灯を表示したほか、甲板員が作業をしてい

たので船首甲板を照らす作業灯４個を点灯し、Ａ船団の東方でＢ船が

所属するまき網船団（以下「Ｂ船団」という。）が操業していたの

で、Ｂ船団の南方を通過するために針路を約１３５°（真方位、以下

同じ。）として約８.５ノットの速力で航行した。 

船長Ａは、左舷前方でＢ船団のＣ船とＤ船とが作業灯を点灯して接

近した状態で揚網作業している状況を目視により確認しながら航行し

た。 

船長Ａは、通常、網船から運搬船への漁獲物の積込みを終えるまで

の間、補助船（作業船）などが網船などをロープ（以下「こぎ綱」と

いう。）で引いていること（以下「うらこぎ」という。）を知ってお

り、船首を東方に向けたＣ船の南側に船首を西方に向けたＤ船が接近

して揚網作業をしていたので、Ｄ船の左舷側（南方）５０ｍ付近にう

らこぎ船がいるのではないかと思って捜したが、うらこぎ船が見当た

らなかった。 

船長Ａは、発進して約１分後にＤ船を左舷正横付近に見るようにな

った頃、Ｃ船及びＤ船に注意を向けてＤ船のうらこぎ船がいないもの

と思い、左転して塩屋漁港に向ける針路を約０９０°とし、Ｄ船の南

方１００ｍ付近を航行中、Ａ船の船首部とＤ船を引いていたＢ船のこ

ぎ綱とが衝突した。 

船長Ａは、こぎ綱と衝突したことに気付かずに東進中、Ａ船の船首

付近にＢ船のこぎ綱が張ったのが見えたので、直ちに機関を後進にか

けたところ、無線機から転覆した旨の声が聞こえ、Ａ船の右舷側に船



- 3 - 

底を上にした状態で転覆しているＢ船を視認した。 

船長Ａは、Ａ船のプロペラにＢ船のこぎ綱が絡んだので、機関を停

止して漂泊した。 

Ｂ船は、Ｂ船団の網船であるＣ船に無人で引かれ、船団船４隻と共

に徳島県阿南市橘港を出港して蒲生田岬南南東方の漁場に向かい、Ｃ

船に乗船した漁ろう長ＢがＢ船団の操業全般を指揮し、１８時３０分

ごろから蒲生田岬南南東方１０Ｍ付近で１回目の投網を開始した。 

操縦者Ｂは、出港時にはＣ船に乗船していたが、投網開始前に他の

乗組員２人と共にＢ船に移乗し、漁網の外で投網の補助作業を行うと

ともに、Ｄ船にこぎ綱を取る準備を行った。 

漁ろう長Ｂは、漁網を直径約３００ｍの円形に投入した後、Ｂ船に

乗船させた乗組員２人をＣ船に移乗させて揚網作業に当たらせ、操縦

者ＢにＢ船の操船を行わせた。 

Ｃ船は、漁網の北側に、Ｄ船が漁網の南側にそれぞれ就いて揚網を

始め、灯船１隻がＣ船のうらこぎを始めた。 

Ｂ船は、マスト灯、両舷灯、船尾灯及び紅色全周灯を表示したほ

か、黄色回転灯及び船首甲板を照らす作業灯２個を点灯し、船首を西

方に向けたＤ船の左舷側にＶ字形に取ったロープにＢ船から出した直

径約２８mm 及び長さ約２００ｍの浮揚性がある化学繊維製のロープを

つなぎ、機関回転数毎分１,２００としてＤ船の南南東方２３０ｍ付

近でうらこぎを始めた。 

漁ろう長Ｂは、操業全般を指揮しながら見張りを行っていたとこ

ろ、Ｃ船とＤ船との距離が約１０ｍとなって漁獲物の積込みを始めよ

うとしたとき、衝突の約３０秒前にＤ船とＢ船との間に向けて東進す

るＡ船の作業灯を視認したので、汽笛を吹鳴してサーチライトを照射

するとともに、無線で操縦者Ｂに対し、Ａ船の接近を知らせて海に飛

び込む準備をしておくように指示した。 

操縦者Ｂは、手動操舵に就いてうらこぎ中、Ｄ船とＢ船との間に向

けて東進するＡ船を視認した直後に漁ろう長Ｂからの無線連絡を聞い

たが、２１時１０分ごろ、蒲生田岬灯台から１５３°９.２Ｍ付近に

おいて、Ｂ船の船尾から約１１０ｍの所のこぎ綱にＡ船の船首部が衝

突した。 

Ｂ船は、Ａ船がこぎ綱に衝突した後も航行を続けたので、こぎ綱が

急激に緊張し、左舷船尾方に引かれて右舷側に転覆した。 

操縦者Ｂは、転覆したＢ船の操舵室に閉じ込められたが、操舵室左

舷側の出入口から脱出し、海面に浮上したところをＡ船団の灯船に救

助された。 

漁ろう長Ｂは、Ｂ社に本事故の発生を連絡し、海上保安庁への通報

を依頼した。 

操縦者Ｂは、病院に搬送され、溺水と診断されて８日間入院した。
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Ｂ船は、２１日昼ごろから引き船により転覆した状態でえい
．．

航され

たが、えい
．．

航の途中に沈没した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約０.５～１.０ｍ、潮汐 下げ潮の末期 

 その他の事項 本事故発生場所付近の漁場では、本事故発生当時、まき網船団６船

団（約３０～４０隻）が操業しており、Ａ船団を含む５船団が和歌山

県の船団であり、１船団（Ｂ船団）が徳島県の船団であった。 

船長Ａは、レーダーを３Ｍレンジとして作動させていたが、ふだん

から漁場付近では目視による見張りを行い、レーダーを使用していな

かった。 

船長Ａは、Ａ船団では長さ約５０ｍのこぎ綱を使用していたので、

Ｂ船団でも長さ約５０ｍのこぎ綱を使用しているものと思っていた。

船長Ａは、両眼共に裸眼視力が０.７で聴力は正常であったが、Ｃ

船からの汽笛音やサーチライトの照射に気付かなかった。 

Ａ船は、喫水が船首約０.３０ｍ及び船尾約２.１２ｍであった。 

船長Ａは、操業中には救命胴衣を着用していたが、航行中の操舵室

内では脱いでいた。 

Ｂ船団は、長さ約２００ｍのこぎ綱を使用していた。 

漁ろう長Ｂは、Ｂ船を操船させる予定であった乗組員（免許受有

者）が病気で乗船できなかったので、操縦者Ｂが、小型船舶操縦免許

を受有していないものの、長年、免許受有者と共にＢ船に乗り組ませ

てＢ船の操船をさせていたことから、出港前に操縦者Ｂに対してＢ船

を操船するように指示した。 

漁ろう長Ｂは、Ｂ船団が操業中、各船がそれぞれの作業に従事して

見張りを行うことができないので、Ｂ船団の周囲の見張りを行ってい

たが、遠距離レンジとしたレーダーにより大型船を探知することに注

意を向けていた。 

Ｃ船は、マスト灯、両舷灯、船尾灯、紅色全周灯及び白色全周灯を

表示していたほか、黄色回転灯及び作業灯を点灯していた。 

操縦者Ｂは、ヘルメット及び救命胴衣を着用していた。 

Ｂ船は、喫水が船首約１.０ｍ及び船尾約１.８ｍであった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、蒲生田岬南南東方沖で操業中のＢ船団の南方を東進中、船

長Ａが、Ｄ船のうらこぎ船はいないものと思い込み、左舷前方のＣ船

及びＤ船に注意を向け、右舷前方の見張りを行っていなかったことか

ら、Ｂ船がＤ船の南南東方２３０ｍ付近でうらこぎしていることに気

付かず、Ｂ船のこぎ綱と衝突したものと考えられる。 
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船長Ａは、Ａ船団では長さ約５０ｍのこぎ綱を使用していたことか

ら、Ｂ船団のうらこぎ船も長さ約５０ｍのこぎ綱を使用しているもの

と思い、Ｄ船の南方５０ｍ付近にうらこぎ船がいなかったので、Ｄ船

のうらこぎ船はいないと思い込んだものと考えられる。 

船長Ａは、Ａ船の船首甲板を照らす作業灯を点灯し、前方が明るく

なっていたことから、Ｂ船の灯火が視認できなかった可能性があると

考えられる。 

Ｂ船は、蒲生田岬南南東方沖でＤ船にこぎ綱を取って南南東方に向

けてうらこぎ中、漁ろう長Ｂが、Ｂ船とＤ船との間に向けて東進する

Ａ船を視認し、Ｃ船からＡ船に対して汽笛の吹鳴及びサーチライトの

照射を行ったものの、Ｂ船のこぎ綱とＡ船とが衝突したものと考えら

れる。 

漁ろう長Ｂは、小型船舶操縦免許を受有していない操縦者Ｂを単独

でＢ船に乗せてＢ船を操船させた。 

原因 本事故は、夜間、蒲生田岬南南東方沖において、Ａ船が東進中、Ｂ

船がＤ船にこぎ綱を取って南南東方に向けてうらこぎ中、船長Ａが、

Ｄ船のうらこぎ船はいないものと思い込み、左舷前方のＣ船及びＤ船

に注意を向け、右舷前方の見張りを行っていなかったため、Ａ船とＢ

船のこぎ綱とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・小型船舶には、小型船舶操縦免許の受有者を船長として乗り組ま

せること。 

・航行中は、見張りの妨げとなる虞のある作業灯などは消灯するこ

と。 

・レーダーを短距離レンジとして見張りに活用すること。 

・救命胴衣を着用すること。 

 




